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統計法（平成 19 年法律第 53 条）（抄） 

 

（基本計画）  

第四条  政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、公的統計の整備に関する基本的な計画（以下この条において「基本計画」とい

う。）を定めなければならない。  

２  基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針  

二  公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  

三  その他公的統計の整備を推進するために必要な事項  

３  基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とそ

の他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。  

４  総務大臣は、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。  

５  総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あら

かじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。  

６  政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関

する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更する

ものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。  

 

（資料の提出等の要求）  

第五十条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関

係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める

ことができる。  

 

（施行の状況の公表等）  

第五十五条  総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は

届出独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることがで

きる。  

２  総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、

委員会に報告しなければならない。  

３  委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、内

閣総理大臣、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。  
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